
 

 

 

 

 

 

会計検査院、税金の徴収漏れ約２億４千万円を指摘 

会計検査院が令和5年11月７日に公表しました令和４年度決算検査報告によりますと、各

省庁や政府関係機関などの税金のムダ遣いや不正支出、経理処理の不適切などを指摘した国

の事業は３４４件で、金額は５８０億２２１４万円（３２７件分）でした。前年度に比べ、指摘件数

は３４件増加しました。前年度に引き続き、新型コロナ感染防止への対応として、検査官によ

る実地検査が検査対象機関に配慮する中で、指摘件数は増加し、指摘金額では前年度の約４

５５億円を大幅に上回りました。 

財務省に対しては、法令違反に当たる不当事項として、税金の徴収額の過不足２億４０８５

万円（うち過大３００万円）が指摘されました。検査の結果、５５税務署において、納税者８４人

から税金を徴収するに当たり、徴収不足が８５事項、２億３７８５万円、徴収過大が１事項、３０

０万円でした。前年度は、４６署において徴収不足が７２事項、１億６０６２万円でしたので、徴

収不足は約８０００万円増加、徴収過大も前年度は１５４万円でしたので増加となっています。 

徴収が過不足だった８６事項を税目別にみますと、「法人税」が４６事項で徴収不足が１億３

６２７万円と最も多く、以下、「申告所得税」２２事項、同７１００万円、「消費税」１３事項（うち過

大１事項）、同２３７７万円、「相続・贈与税」３事項、同４１５万円、「源泉所得税」１事項、同１９４

万円などでした。これらの徴収過不足額については、会計検査院の指摘後、全て徴収決定・支

払決定の処置がとられています。 

法人税の徴収不足４６事項のうち、「法人税額の特別控除」が２６件、「交際費等の損金不算

入」に関するものが７件を占めました。例えば、Ａ社は、平成３１年４月から令和２年３月までの

事業年度分の申告で、雇用者給与等支給額３８８億５４２万円が、前事業年度の比較雇用者給

与等支給額３６３億７８６８万円を上回るなどとして、雇用者給与等支給増加額２４億２６７４万

円の１５％相当額３億６４０１万円を法人税額から控除していました。 

しかし、Ａ社の前事業年度分の申告書に添付された明細書等によれば、雇用者給与等支給

額から控除すべき適正な比較雇用者給与等支給額は３６４億８４７３万円でした。そのため、適

正な雇用者給与等支給増加額は２３億２０６９万円と算出され、法人税額の特別控除額はその

１５％相当額の３億４８１０万円となり、１５９０万円過大となっているのに、税務署はこれを見

過ごしたため、法人税額１５９０万円が徴収不足になっていたという事項です。 

 

「財務省に対する指摘 不当事項（租税の徴収額に過不足）について（財務省）」（令和5年11月7日）は、 

 こちらからご覧いただけます。 

https://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary04/pdf/fy04_futo_10.pdf 
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